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Ⅰ. はじめに  

調査の目的 
 この調査は、市町村及び市町村が過半を出資する団体（以下「市町村等」という。）が出資（「出えん」を含む。以下同じ。）している下記の調査対象法人
について、その出資、経営等の状況を把握することを目的としています。 
 

調査対象法人 
(1) 本調査においては、「第三セクター」として、次の法人を調査対象としています。 

 ① 会社法の規定に基づいて設立されている株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は特例有限会社（以下「会社法法人」という。）のうち、市町
村等が出資を行っている法人 

 ② 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の規定に基づき設立された公益社団（財団）法人、一般社団（財団）法人及び特例社団（財団）法
人（以下「社団法人等」という。）のうち、市町村等が出資を行っている法人 

(2) (1)に該当する場合であっても、以下の法人は対象としていません。 

 ① 県の出資額が最も多い法人 

 ② 事業活動の範囲が全国的な法人又は全国規模で設立されている法人 

 ③ 銀行等金融機関又は広域的に事業を行う電力会社若しくはガス会社 

(3) 「Ⅳ．経営状況」及び「Ⅴ．情報公開・経営の点検評価の取組」については、（1）のうち次の法人を調査対象としています。 

 ① 市町村等の出資割合が25％以上の会社法法人及び社団法人等（複数の市町村等の出資割合の合計が25％以上の法人も含む。） 

 ② 出資割合が25％未満であるものの財政的援助（補助金、貸付金、損失補償）を受けている会社法法人及び社団法人等 

※ 「第三セクター等の状況に関する調査」は、総務省の照会に基づき実施しており、第三セクターの他、土地開発公社が調査対象となっていますが、土
地開発公社については、別途「いわての市町村土地開発公社の状況」に取りまとめています。（岩手県ＨＰ⇒組織から探す⇒県庁各部局⇒政策地域部
⇒市町村課⇒お知らせ） 

 

調査時点 
 平成26年３月31日現在 

【参考】  出資法人に対するチェック制度 
1 地方公共団体の首長によるチェック（対象：出資割合50％以上の法人） 
 地方自治法第221条第3項（同法施行令第152条）により、地方公共団体の首長は、出資割合が50％以上の法人に対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて
報告を徴し、予算の執行状況を調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずるように求めることができます。 
2 議会によるチェック（対象：出資割合50％以上の法人） 
 地方自治法第243条の3第2項（同法施行令第173条）により、地方公共団体の首長は、出資割合が50％以上の法人に対して、毎事業年度、経営状況を説明する書類を
作成し、議会に報告しなければならないとされています。 
3 地方公共団体の監査委員によるチェック（対象：出資割合25％以上の法人、および出資割合が25%未満であるものの財政的援助を行っている法人） 
 地方自治法第199条第7項（同法施行令140条の7）により、監査委員は、出資割合が25％以上の法人、および出資割合が25%未満であるものの市町村からの財政的援助
を受けている法人に対して、補助金等の財政的援助に係るものの監査を行うことができます。 
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Ⅱ. 第三セクターの状況のポイント  

 
 
 

 １ 第三セクターの数 → Ｐ４～５ 

 市町村等が出資している第三セクターの総数は160法人で、前年度と比較して２法人増加（４増２減）しています。 

 うち監査委員による監査対象となる法人（※）は125法人で全体の78.1％を占め、前年度と比較して１法人増加（４増３減）してい
ます。 

  ※「監査委員による監査対象となる法人」：市町村が25%以上出資している法人、及び出資金額が25%未満であるものの財政的援助を行っている法人。 

 ２ 出資額及び役職員数の状況（全法人） → Ｐ６ 

第三セクターに対する市町村等の出資額は189億9,000万円で、前年度に比べて10億7,800万円減少しました。 

また、出資割合は47.0％と前年度に比べて3.1ポイント増加しました。 

第三セクターの役職員総数3,088人のうち、市町村等の退職者や出向者による役職員数は269人（全体の8.7％）で、前年度に比
べて12人の減少となっています。 

2 

・ 県内市町村の第三セクター（平成26年３月31日現在）の経営状況をみると、全体の経常損益は７年連続で黒字を確保しました
が、経常損益が悪化した法人数が改善した法人数を上回るとともに、経常利益総額は減少しました。 

  
・ また、個別の損益動向では、引き続き多額の経常赤字を計上したり、市町村から多額の補助を受けるなど、依然として厳しい状
況が続いている法人も見られます。 

 
・ このため、各市町村においては、第三セクターの経営状況、財政的リスク等の的確な把握と経営悪化を防ぐための必要な関与
を行うとともに、地域活性化等に資する有意義な活用の両立に取り組む必要があります。 



Ⅱ. 第三セクターの状況のポイント  

 ３ 経常損益の状況（25％以上出資法人等） → Ｐ７～８ 

黒字は76法人（全体の60.8％）、赤字は49法人（全体の39.2％）で、前年度に比べて黒字が13法人減少し、赤字が14法人増加し
ました。 

また、全体の経常損益額は５億6,600万円の黒字となり、前年度の７億3,800万円の黒字に比べて黒字幅は縮小しました。 

個別の損益動向をみると、損益が改善した法人が54法人であるのに対し、悪化した法人が67法人となっており、一部法人にお
いては、引き続き多額の経常赤字を計上するなど、依然として厳しい状況が続いています。 

 

４ 債務超過の状況 → Ｐ９ 

負債が資産を上回る、いわゆる「債務超過」の状態にあるのは６法人（全体の4.8％）で、前年度に比べて２法人減少（０増２減）
しています。 

また、債務超過額は８億8,800万円と前年度に比べて１億2,100万円減少しました。 

５ 市町村等の財政支援の状況 → P10～12 

市町村等から補助金を交付されている第三セクターは52法人（全体の41.6％）で、交付額は10億6,300万円と前年度に比べて６
億7,600万円減少しています。 

市町村からの借入金残高を有する第三セクターは６法人（全体の4.8％）で、その額は11億6,500万円と前年度に比べて１億円減
少しました。 

また、市町村の損失補償契約に係る債務残高を有する法人は10法人（全体の8.0％）で、債務残高は23億3,100万円と前年度に
比べて４億7,100万円減少しました。 

 

６ 情報公開・経営の点検評価の取組 → P13 

財務諸表等の情報公開が行われている第三セクターは109法人（全体の87.2％）となっています。 

また、市町村が設置した委員会等により定期的に経営の点検評価が行われている第三セクターは48法人で、依然として昨年
度の37.9％に引き続き、全体の38.4％にとどまっています。 
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Ⅲ. 設立状況 

第三セクターの数 

 市町村等が出資している第三セクターは、平成26年３月31日時点で160法人（30市町村）で、前年度と比較して２法人増加（４増２
減）しています。 

 また、160法人のうち、監査委員による監査対象となる法人（※）は125法人（全体の78.1％）で、前年度と比較して１法人増加（４
増３減）しています。 

 ※ 【監査対象となる法人の内訳】 25％以上出資法人：122法人（４増３減）  
                        25％未満であるが、財政的援助を受けている：３法人（０増０減） 

出資割合別法人数 

平成25年度中の設立法人、解散法人等の状況 

第三セクターの数 
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法人区分 出資割合 H25 H24 増減

50％以上 43 44 ▲ 1
25％以上～50％未満 7 8 ▲ 1

25％未満 1 1 0

計 51 53 ▲ 2

50％以上 54 50 4
25％以上～50％未満 18 19 ▲ 1

25％未満 37 36 1

計 109 105 4

50％以上 97 94 3
25％以上～50％未満 25 27 ▲ 2

25％未満 38 37 1

計 160 158 2

合計

社団法人等

会社法法人

設立・新規報告 解散・統合 出資引揚

計 1 2 0

計 3 0 0

合計 4 2 0

社団法人等

グリーンピア宮古（宮古市）

復興まちづくり大槌（大槌町）

奥中山高原リゾート公社（一戸町）

会社法法人

小鳥谷診療所（一戸町）
水沢農業公社（奥州市）

三陸教育施設運営会（大船渡市）

50％以上  
43法人 

（26.9％） 

50％以上 54法人 
     （33.8％） 

25％以上～ 
  50％未満 

18法人 
（11.3％） 

25％未満 
37法人 

（23.1％） 

25％以上～50％未満 
7法人（4.4％） 

25％未満 
1法人（0.6％） 

社団法人等 
 51法人 
（31.9％） 

会社法法人  
 109法人 
（68.1％） 

 
 
【御注意ください】  
  本項「第三セクターに対する市町村等の出資額および役職員数の状況」は、全法人（160法人）を対象として作成しています。 
 

 



Ⅲ. 設立状況 

第三セクターの業務分類 

 第三セクターを業務分野でみると、「農林水産関係」が最も多く、次いで「観光・レジャー関係」、「商工関係」、「教育・文化関係」の
順になっています。 

  「教育・文化関係」分野は社団法人等が、 「観光・レジャー関係」分野では会社法法人が多くなっています。 
  

 
 

第三セクターの業務分類 

業務分類別法人数 

【業務分類中「その他」について】 
 「その他」には他に含まれない法人が分類されています。以下はその一例です。 
  ・公共施設等の管理を行う法人 
  ・テレビ放送会社（ケーブルテレビ会社を含む） 
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25％以上 25％未満 25％以上 25％未満 25％以上 25％未満 計

農林水産関係 16 0 21 7 37 7 44 45 ▲ 1

観光・レジャー関係 2 0 30 8 32 8 40 36 4

商工関係 6 0 7 4 13 4 17 17 0

教育・文化関係 15 0 0 1 15 1 16 17 ▲ 1

地域・都市開発関係 0 0 4 3 4 3 7 7 0

運輸・道路関係 1 0 3 3 4 3 7 7 0

社会福祉・保健医療関係 4 0 1 0 5 0 5 4 1

情報処理関係 2 0 1 1 3 1 4 4 0

住宅・都市サービス関係 0 0 0 3 0 3 3 3 0

国際交流関係 2 0 0 0 2 0 2 2 0

生活衛生関係 0 0 1 0 1 0 1 1 0

その他 2 1 4 7 6 8 14 15 ▲ 1

計 50 1 72 37 122 38 160 158 2

増減H24業務分類
社団法人等 会社法法人 合計

情報処理関係 
４法人（2.5％） 

住宅・都市サービス関係 
３法人（1.9％） 

国際交流関係  
２法人（1.3％） 

生活衛生関係  
１法人（0.6％） 

農林水産関係 
44法人

（27.5％） 

観光・レジャー関係 
40法人（25.0％） 

その他 
14法人
（8.8％） 

教育・文化関係 
16法人（10.0％） 

地域・都市開発関係  
７法人（4.4％） 

運輸・道路関係 
 ７法人（4.4％） 

商工関係 
17法人

（10.6％） 

社会福祉・保健医療関係 
5法人（3.1％） 

第三セクター  
160法人 

 
 
【御注意ください】  
  本項「第三セクターに対する市町村等の出資額および役職員数の状況」は、全法人（160法人）を対象として作成しています。 
 

 



Ⅲ. 設立状況 

第三セクターに対する市町村等の出資額及び役職員数の状況 

 第三セクターに対する出資総額は189億9,000万円と前年度に比べて10億7,800万円減少し、このうち市町村等の出資額は89億
2,200万円と前年度に比べて1億500万円増加しました。出資割合では47.0％と前年度に比べて3.1ポイント増加しました。 

 また、第三セクターの役職員総数は3,088人と前年度に比べて４人増加し、このうち市町村等関係者による役職員数は269人（役
職員総数に占める割合8.7％）で、前年度に比べて12人減少しました。 

【市町村の出資割合について】 
 

 一般的に、市町村の出資割合が高いほど、その法人に対する市町村の関与の度
合いが強くなると考えられます。 

 
 
【御注意ください】  
  本項「第三セクターに対する市町村等の出資額および役職員数の状況」は、全法人（160法人）を対象として作成しています。 
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単位：百万円 

単位：人 

※ 役員総数は、常勤役員及び非常勤役員の合計 

うち市町村等

出資額　B

社団法人等 4,872 2,740 56.2 % 51

会社法法人 14,118 6,182 43.8 % 109

計 18,990 8,922 47.0 % 160

H24 20,068 8,817 43.9 % 158

増減 ▲ 1,078 105 3.1 pt 2

市町村等出資割合

　B/A

2,132

7,936

10,068

11,251

▲ 1,183

区分 出資総額　A
法人数　C

（単位：法人）
うちその他

（民間等）

うち市町村等 うち市町村等 うち市町村等

関係者 関係者 関係者

社団法人等 565 134 23.7 % 13 3.7 % 社団法人等 913 147 16.1 %

会社法法人 834 114 13.7 % 8 0.6 % 会社法法人 2,175 122 5.6 %

計 1,399 248 17.7 % 21 1.2 % 計 3,088 269 8.7 %

H24 1,469 258 17.6 % 23 1.4 % H24 3,084 281 9.1 %

増減 ▲ 70 ▲ 10 0.1 pt ▲ 2 ▲ 0.2 pt 増減 4 ▲ 12 ▲ 0.4 pt

区分 区分役員総数　A

74

1,689

1,615

役職員総数

A+B割合 割合割合
職員総数　B

348

1,341

【役職員に占める市町村等関係者の割合について】 
 

 本項でいう「市町村等関係者」とは、その法人に出資している市町村等の退職者
及び市町村等からの出向者を指します。 
 一般的に、その法人の役職員に占める市町村等関係者の割合が高いほど、市
町村との結びつきが強くなると考えられます。 

第三セクターに対する出資額の状況 

第三セクターの役職員の状況 



Ⅳ. 経営状況 経常損益の状況（25％以上出資等法人等） 

  市町村等が出資する第三セクターのうち、黒字は76法人（60.8％）、赤字は49法人（39.2％）で、前年度に比べて黒字が13法人減
少し、赤字が14法人増加しました。 

 黒字額の総額は９億9,200万円、赤字額の総額は４億2,600万円で、差引５億6,600万円の黒字となりましたが、前年度の差引７億
3,800万円の黒字に比べて全体としての黒字幅は縮小しました。 

 個別の損益動向をみると、「損益が改善した法人数：54法人」に対して「悪化した法人数：67法人」と昨年度に比べると損益が改
善した法人数が減少しており、一部法人においては、引き続き多額の経常赤字を計上するなど、依然として厳しい状況が続いてい
ます。 
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経常損益の状況 単位：百万円 

経常損益の改善・悪化状況
黒字転換 14法人 ⇒ 改善14 －
黒字幅拡大 26法人 ⇒ 改善26 －
黒字幅縮小 35法人 ⇒ － 悪化35

昨年度データなし 1法人 ⇒ － －
赤字転落 26法人 ⇒ － 悪化26

赤字幅拡大 6法人 ⇒ － 悪化6

赤字幅縮小 14法人 ⇒ 改善14 －

昨年度データなし 3法人 － －
計 125法人 125法人 ⇒ 改善54 悪化67

76法人

赤字法人 49法人

※H25新設3法人、昨年度未報告1法人

黒字法人

法人数 割合 経常損益 法人数 割合 経常損益

社団法人等 24 19.2% 147 33 26.6% 449

会社法法人 52 41.6% 845 56 45.2% 704

小計 76 60.8% 992 89 71.8% 1,153

社団法人等 26 20.8% ▲ 208 19 15.3% ▲ 228

会社法法人 23 18.4% ▲ 218 16 12.9% ▲ 187

小計 49 39.2% ▲ 426 35 28.2% ▲ 415

125 100.0% 566 124 100.0% 738

H24H25
法人区分

黒字

赤字

合計

社団法人等 
 24法人 
（19.2％） 
 

会社法法人 
 52法人 
 （41.6％） 

社団法人等 
 26法人
（20.8％） 

会社法法人 
 23法人
（18.4％） 

黒字  
 76法人 
（60.8％） 

赤字 
 49法人 
（39.2％） 

法人区分別経常損益状況 



Ⅳ. 経営状況 
経常損益額の上位法人（25％以上出資等法人等） 

【解説】総資本経常利益率とは？ 
 

 総資本経常利益率は、その法人が総資本（＝総資産）を使って
経営活動を行った結果、どれだけの経常利益を上げたかを示す、
企業会計における収益性分析の代表的な指標です。 
 株式投資に関心のある方であれば、「ROA（Return On Assets）」
という表現で耳にしたことがあるかもしれません。（ただし、ROAで
は経常利益ではなく当期純利益を用いることが一般的なようで
す。） 
 

計算式：経常利益÷総資本×100（%） 
 
 簡単な数字を用いて例を示すと、次のようになります。 
  ・100万円の元手から10万円の利益を上げれば「10%」 
  ・100万円の元手から1万円の利益を上げれば「1%」 
 このように、数字が大きいほど「良い」とされる指標ですが、業種
や企業規模によってその平均的な値は異なることから、業種も規
模も異なる上記表中の法人を比較して、「どちらがよい」と単純に
論じることはできません。 

【解説】経常収益経常利益率とは？ 
 

 企業会計における収益性分析でよく用いられる指標の一つに
「売上高経常利益率」というものがあります。これは、当期の売上
高に対してどれだけの経常利益を上げたかという、その企業の総
合的な収益力を示す指標です。 

 第三セクターには、企業会計が適用される株式会社や特例有限
会社のほか、「売上高」という考え方が適さない財団法人や社団
法人も多数存在することから、本公表資料では便宜的に「経常収
益」の値を用いています。 

 

計算式：経常利益÷経常収益×100(%) 
 
 簡単な数字を用いて例を示すと、次のようになります。 
  ・100万円の売上（経常収益）から経費等を差し引いた利益が

10万円なら「10%」 
  ・100万円の売上（経常収益）から経費等を差し引いた利益が1

万円なら「1%」 
 このように、数字が大きいほど「良い」とされる指標ですが、総資
本経常利益率と同様、業種や企業規模によってその平均的な値
は異なることから、業種も規模も異なる上記表中の法人を比較し
て、「どちらがよい」と単純に論じることはできません。 

経常黒字額の多い上位10法人 

経常赤字額の多い上位10法人 

単位：千円 

単位：千円 
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法人名 
（主な出資団体） 

法人分類 出資割合 黒字額 
総資本 

経常利益率 
経常収益 

経常利益率 

1  盛岡地域交流センター（盛岡市） 株式会社 50.0% 193,789 4.3% 23.5% 

2   岩泉乳業（岩泉町） 株式会社 95.8% 92,956 14.3% 10.4% 

 3  北上ケーブルテレビ 株式会社 27.5% 79,864 7.8% 17.5% 

4  岩泉きのこ産業（岩泉町） 株式会社 93.4% 68,924 12.5% 8.2% 

5  大船渡魚市場（大船渡市） 株式会社 28.8% 62,069 10.9% 27.2% 

6  紫波フルーツパーク（紫波町） 株式会社 76.8% 38,390 24.1% 21.1% 

7  遠野市畜産振興公社（遠野市） 一般社団法人 76.0% 29,402 14.8% 11.4% 

8  胆江農業管理センター（奥州市） 一般社団法人 36.9% 28,085 3.0% 4.6% 

9  北上都心開発（北上市） 株式会社 17.4% 23,790 0.6% 2.3% 

10  オーガニック金ケ崎（金ケ崎町） 特別有限会社 30.0% 20,985 4.3% 28.1% 

法人名 
（主な出資団体） 

法人分類 出資割合 赤字額 
総資本 

経常利益率 
経常収益 

経常利益率 

1  金ケ崎生涯スポーツ事業団（金ケ崎町） 一般財団法人 100.0% ▲ 88,666 ▲ 183.9% ▲ 105.9% 

2  釜石・大槌地域産業育成センター（釜石市） 公益財団法人 70.0% ▲ 39,466 ▲ 7.6% ▲ 48.1% 

3  甘竹田野畑（田野畑村） 株式会社 46.2% ▲ 33,450 ▲ 8.1% ▲ 5.5% 

4  陸中たのはた（田野畑村） 株式会社 85.2% ▲ 31,289 ▲ 7.5% ▲ 5.9% 

5  湯田牛乳公社（西和賀町） 株式会社 37.6% ▲ 27,839 ▲ 4.1% ▲ 1.5% 

6  八幡平市産業振興（八幡平市） 株式会社 91.1% ▲ 18,738 ▲ 1.7% ▲ 2.7% 

7  盛岡市動物公園公社（盛岡市） 公益財団法人 100.0% ▲ 17,067 ▲ 33.5% ▲ 5.8% 

8  岩泉農業振興公社（岩泉町） 一般社団法人 83.3% ▲ 16,382 ▲ 9.4% ▲ 8.2% 

9  復興まちづくり大槌（大槌町） 株式会社 82.4% ▲ 14,167 ▲ 54.5% ▲ 156.5% 

10  遠野（遠野市） 株式会社 50.0% ▲ 12,846 ▲ 4.4% ▲ 2.8% 



Ⅳ. 経営状況 
債務超過の状況（25％以上出資等法人等） 

 市町村等が出資する第三セクターのうち、119法人（全体の95.2％）は資産が負債を上回りましたが、６法人（全体の4.8％）は負債
が資産を上回る、いわゆる「債務超過」の状態になりました。 

 債務超過法人数は、前年度と比べて２法人減少（０増２減）しており、各法人の債務超過額の合計は８億8,800万円と前年度に比
べて１億2,100万円減少しました。 

純資産又は正味財産（債務超過）の状況   （※「金額」欄の▲が債務超過額） 

債務超過法人一覧（全６法人） 

【債務超過】だと何が問題？ 

 

 会社は債務超過になると「直ちに経
営が立ち行かなくなる」わけではありま
せん。 
 

 しかしながら、債務超過の状態にあ
るということは、その会社を解散したと
き、会社が持っている全ての資産を処
分しても、借金や買掛金などの負債を
返済しきれないことになります。 
 

 よって、一般的に債務超過会社との
取引は敬遠される傾向にあり、取引を
行う場合でも「掛け」取引は敬遠される
傾向があります。 
 

 また、金融機関にとっても融資金の
回収が懸念されることから、融資を断
る、担保や保証人を要求するといった
影響が考えられます。 
 

 さらに、出資者にとっても株式が無価
値となることが懸念されます。 
 

 こうして、債務超過の会社では資金
繰りが苦しくなり、経営悪化に拍車が
かかる悪循環が生じやすい、というこ
とになります。 
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単位：百万円 

単位：千円 

法人名（主な出資団体） 法人分類 出資割合 

純資産又は正味財産 
（債務超過）の額  増減 

（参考） 
当期純利益 

H25 H24 

 陸中たのはた（田野畑村） 株式会社 85.2% △ 629,424 △ 639,529 10,105 10,105 

 エコ・ワールドくずまき風力発電（葛巻町） 株式会社 25.0% △ 179,241 △ 186,694 7,453 7,453 

 金ケ崎福祉フロンティア（金ケ崎町） 株式会社 65.4% △ 36,254 △ 48,222 11,968 11,968 

 釜石港物流振興（釜石市） 株式会社 90.0% △ 22,615 △ 23,290 675 675 

 サンマッシュ田野畑（田野畑村） 株式会社 51.0% △ 18,084 △ 37,398 19,314 19,314 

 水沢クロス開発（奥州市） 株式会社 2.0% △ 2,130 △ 7,440 5,310 5,310 

25％以上

出資等法人数 法人数 金額 法人数 金額

50 50 40.0 % 7,061 0 0.0 % 0

75 69 55.2 % 11,668 6 4.8 % ▲ 888

125 119 95.2 % 18,729 6 4.8 % ▲ 888

124 116 93.5 % 19,208 8 6.5 % ▲ 1,009

1 3 1.7 pt ▲ 479 ▲ 2 ▲ 1.7 pt 121増減

H24

合計

会社法法人

社団法人等

負債が資産を上回っている（債務超過）法人資産が負債を上回っている法人

割合 割合
法人区分



単位：千円 

法人名（主な出資団体） 法人分類 出資割合 

補助金交付額 
増減 

（参考） 

経常損益 H25 H24 

陸中たのはた（田野畑村） 株式会社 85.2% 132,000 421,560 △ 289,560 △ 31,289 

紫波社会体育振興会（紫波町） 特例財団法人 100.0% 103,220 8,251 94,969 190 

遠野市畜産振興公社（遠野市） 一般社団法人 76.0% 81,009 128,594 △ 47,585 29,402 

北上市文化創造（北上市） 一般財団法人 100.0% 67,350 67,550 △ 200 9,136 

盛岡市文化振興事業団（盛岡市） 公益財団法人 100.0% 57,462 114,153 △ 56,691 △ 734 

水沢クロス開発（奥州市） 株式会社 2.0% 47,233 46,512 721 5,393 

盛岡地域地場産業振興センター（盛岡市） 公益財団法人 74.9% 45,000 52,300 △ 7,300 △ 5,147 

滝沢市体育協会（滝沢市） 特例財団法人 56.7% 41,964 34,616 7,348 2,209 

八幡平市産業振興（八幡平市） 株式会社 91.1% 40,000 0 40,000 △ 18,738 

盛岡市体育協会（盛岡市） 公益財団法人 57.3% 39,276 40,365 △ 1,089 △ 4,184 

Ⅳ. 経営状況 市町村等の財政支援の状況（25％以上出資等法人等）  

 第三セクターのうち、市町村等から補助金が交付されている第三セクターは52法人（全体の41.6％）で、前年度に比べて２法人減
少し、交付額は10億6,300万円と、前年度に比べて６億7,600万円減少しました。 

 また、補助金のうち、人件費や維持管理費等の運営費の補助を目的とした補助金が交付されている第三セクターは28法人（全体
の22.4％）で、交付額は６億1,200万円と、前年度に比べ3,100万円減少しました。 

補助金交付の状況 

市町村等からの補助金交付額の多い上位10法人 
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単位：百万円 

25％以上

出資等法人数 法人数 金額 法人数 金額

50 27 21.6 % 706 22 17.6 % 507

75 25 20.0 % 357 6 4.8 % 105

125 52 41.6 % 1,063 28 22.4 % 612

124 54 43.5 % 1,739 26 21.0 % 643

1 ▲ 2 ▲ 1.9 pt ▲ 676 2 1.4 pt ▲ 31

割合

会社法法人

合計

H24

法人区分

増減

補助金交付額

社団法人等

うち運営費補助金交付額

割合

 補助金交付額  

市町村等からの補助金交付額の状況 

社団法人等 
 23法人
（18.4％） 

補助金 
交付なし 
 73法人
（58.4％） 

会社法法人 
 25法人 
 （20.0％） 

会社法法人 
50法人

（40.0％） 

補助金 
交付あり 
52法人 
（41.6％） 

社団法人等 
 27法人（21.6％） 



単位：千円 

法人名（主な出資団体） 法人分類 出資割合 
借入金残高 

増減 
（参考） 

H25 H24 経常損益 純資産額 

北上都心開発（北上市） 株式会社 17.4% 829,924 879,924 ▲ 50,000 23,790 200,621 

岩泉乳業（岩泉町） 株式会社 95.8% 203,000 230,000 ▲ 27,000 92,956 206,631 

湯田牛乳公社（西和賀町） 株式会社 37.6% 100,000 100,000 0 ▲ 27,839 159,809 

 久慈物産市場（久慈市） 株式会社 33.4% 12,360 24,720 ▲ 12,360 4,509 267,697 

岩泉きのこ産業（岩泉町）  株式会社 93.4%  12,000 18,000 ▲ 6,000 68,924 232,621 

 遠野市畜産振興公社（遠野市） 一般社団法人 76.0% 7,500 10,000 ▲ 2,500 29,402 137,373 

Ⅳ. 経営状況 
市町村の財政支援の状況（25％以上出資等法人等） 

 第三セクターのうち、市町村からの借入金残高を有する法人は６法人（全体の4.8％）で、前年度と同数（１増１減）でした。 

 市町村の貸付金残高は11億6,500万円と前年度に比べて１億円減少しました。 

市町村からの借入金残高の状況 

市町村からの借入金残高を有する法人（全６法人） 

【市町村が第三セクターに貸付を行うことは何が問題？】 
 

 市町村が第三セクターに対して貸付を行っている際に、万が一その第三セ
クターが経営破たんすると、貸付金の回収に懸念が生じる場合があります。 
  

 もし、多額の貸付金が回収不能になるという事態に陥ると、その市町村の財
政運営に大きな影響を及ぼしかねないことから、市町村からの借入金がある
第三セクターの経営状況は注視する必要があります。 
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単位：百万円 

25％以上

出資等法人数 法人数 金額

50 1 0.8 % 8

75 5 4.0 % 1,157

125 6 4.8 % 1,165

124 6 4.8 % 1,265

1 0 0.0 pt ▲ 100

H24

増減

会社法法人

合計

法人区分
貸付金残高

社団法人等

割合

 市町村からの借入金残高  



単位：千円 

法人名（主な出資団体） 法人分類 出資割合 
債務残高 

増減 
（参考） 

H25 H24 経常損益 純資産額 

陸中たのはた（田野畑村） 株式会社 85.2% 810,150 845,150 △ 35,000 △ 31,289 △ 629,424 

盛岡地域交流センター（盛岡市） 株式会社 50.0% 622,417 824,031 △ 201,614 193,789 3,349,721 

葛巻町畜産開発公社（葛巻町） 一般社団法人 88.7% 382,500 433,500 △ 51,000 △ 1,009 308,430 

岩泉きのこ産業（岩泉町） 株式会社 93.4% 175,333 247,209 △ 71,876 68,924 232,621 

サンマッシュ田野畑（田野畑村） 株式会社 51.0% 116,706 131,690 △ 14,984 19,386 △ 18,084 

葛巻高原食品加工（葛巻町） 株式会社 40.8% 69,000 99,000 △ 30,000 18,836 219,683 

釜石港物流振興（釜石市） 株式会社 90.0% 68,050 81,660 △ 13,610 725 △ 22,615 

遠野市畜産振興公社（遠野市） 一般社団法人 76.0% 41,611 64,087 △ 22,476 29,402 137,373 

金ケ崎福祉フロンティア（金ケ崎町） 株式会社 65.4% 28,800 43,200 △ 14,400 12,153 △ 36,254 

オーガニック金ケ崎（金ケ崎町） 特例有限会社 30.0% 16,000 32,000 △ 16,000 20,985 360,118 

Ⅳ. 経営状況 
市町村の財政支援の状況（25％以上出資等法人等） 

 市町村の損失補償契約に係る債務を有する第三セクターは10法人で、前年度と同数(増減なし）です。 

 債務残高は23億3,100万円と前年度に比べて４億7,100万円減少しました。 

【市町村が損失補償をしている債務残高があることは何が問題？】 
 

 市町村における「損失補償」とは、資金の貸し手（債権者）と市町村との二者間
で締結される契約で、第三セクターが借入金を返済できなくなるなどの事態が生
じて債権者に損失が生じた場合にその損失を補償する、というものです。 
 

 「損失補償契約にかかる債務残高がある」ということは、その第三セクターが経
営破たんし債務の返済が不可能になった場合には、損失補償をした市町村がそ
の損失（返済が不可能になった分）を肩代わりしなければならないことを意味しま
す。 
 

 損失補償契約は、市町村の財政運営に負担を生じさせる可能性があることから、
損失補償契約にかかる債務残高を有する第三セクターの経営状況は注視する必
要があります。 
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単位：百万円 

25％以上

出資等法人数 法人数 金額

50 2 1.6 % 424

75 8 6.4 % 1,907

125 10 8.0 % 2,331

124 10 8.1 % 2,802

1 0 ▲0.1 pt ▲ 471

社団法人等

会社法法人

合計

H24

割合
法人区分

増減

損失補償契約に係る債務残高

損失補償契約に係る債務残高  

損失補償契約に係る債務残高を有する法人一覧（全10法人） 

損失補償契約に係る債務残高の状況 



情報公開を実施 
 109法人（87.2％） 

社団法人等 
 44法人 
 （35.2％） 

会社法法人 
 65法人  
 （52.0％） 

社団法人等 
6法人 
（4.8％) 

情報公開未実施 
16法人（12.8％） 

会社法法人 
   10法人   
    （8.0％） 

Ⅴ. 情報公開・経営の点検評価の取組 
情報公開・経営の点検評価の取組（25％以上出資等法人等） 

  財務諸表等の情報公開が行われている第三セクターは109法人（全体の87.2％）で、うち市町村が条例・要綱等により情報開示
を定めている第三セクターは52法人（全体の41.6％）となっています。 

 また、市町村が設置した委員会等により定期的に経営の点検評価が行われている第三セクターは48法人で、依然として昨年度
の37.9％に引き続き、全体の38.4％にとどまっています。 

情報公開の状況 

【本調査でいう「情報公開」とは？】 
  

本調査における情報公開とは、財務諸表等を広報、議会報告及び事務所等に備え付けるなど
して、開示請求によることなく、情報を公開しているものをいいます。 

情報公開の状況 

経営の点検評価の状況 

【点検評価する委員会の例】 
 ・ 盛岡市自治体推進会議（盛岡市） 
 ・ 宮古市第三セクター検討委員会（宮古市） 
 ・ 花巻市第三セクター見直し検討会（花巻市） 
 ・ 北上市政策評価委員会（北上市） 

 
 ・ 遠野市経営改革推進本部（遠野市） 
 ・ 第三セクター等経営適正化検討委員会（金 
  ケ崎町） 
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25％以上

出資等法人数 法人数 法人数

50 44 35.2 % 25 20.0 %

75 65 52.0 % 27 21.6 %

125 109 87.2 % 52 41.6 %

124 107 86.3 % 55 44.4 %

1 2 0.9 pt ▲ 3 ▲ 2.8 pt

条例等を設置している

割合割合

増減

H24

情報公開実施
法人区分

社団法人等

会社法法人

合計

25％以上

出資等法人数 法人数 法人数

50 23 18.4 % 27 21.6 %

75 25 20.0 % 50 40.0 %

125 48 38.4 % 77 61.6 %

124 46 37.1 % 78 62.9 %

1 2 1.3 pt ▲ 1 ▲ 1.3 pt

割合

会社法法人

増減

点検評価あり

合計

法人区分
点検評価なし

割合

社団法人等

H24


